
江東区女性相談支援員会計年度任用職員設置要綱 

令和２年３月３０日 

３１江生二第２２７１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則（令和２

年３月江東区規則第２号。）に基づき、職名を江東区女性相談支援員（以下

「支援員」という。）とする会計年度任用職員の職の設置及びその取扱いに

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（職務） 

第２条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 売春に関わる女性からの相談に対して関係機関と連携し、心身の健康回

復及び生活全般を支援すること。 

(2) ＤＶ被害者及びストーカー被害者からの相談に対して関係機関と連携し、

安全の確保、地域生活の支援等を行うこと 

(3) 性を根拠として女性が差別、不平等な扱い等を受けたとき、その相談相

手となり、心身及び人権の回復を支援すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めた事項に関する

こと。 

（任用数） 

第３条 支援員の任用数は、４人とする。 

（任用） 

第４条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考の上、

区長が任用する。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学を卒業している者 

(2) 文部科学大臣において前号に掲げる要件と同等以上の資格を有すると認

定されている者 

(3) 社会福祉に関する経験を３年以上有し、前２号に掲げる要件と同等以上

の学識を有すると区長が認める者 

２ 任用に当たっての選考の方法は、経歴評定及び面接評定の方法によること

とする。ただし、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、人事



評価によるものとする。 

（任期） 

第５条 支援員の任期は４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。ただ

し、年度の途中において採用した場合の任期は、採用した日から当該年度末

日までとする。 

２ 任命権者は、支援員の勤務実績が良好な場合には、その任期を更新するこ

とができる。 

（分限） 

第６条 支援員に対する分限は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

及び江東区職員の分限に関する条例（昭和３０年４月江東区条例第４号）の

定めるところによる。 

（懲戒処分） 

第７条 支援員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び江東区職員の懲戒に関

する条例（昭和３０年４月江東区条例第５号）の定めるところによる。 

（服務） 

第８条 支援員の服務は、江東区職員服務規程（令和２年３月江東区訓令甲第

１号）の定めるところによる。 

（勤務時間等） 

第９条 支援員の勤務日数は１か月について１２日又は１６日とし、勤務日の

割り振りは生活応援課長（以下「課長」という。）が別に定める。 

２ 勤務時間は、１日について７時間とし、勤務時間の割り振りは課長が別に

定める。 

３ 休憩時間は、１日について１時間とし、休憩時間の割り振りは課長が別に

定める。 

４ 課長は、翌月の勤務日を前月２５日までに定めるものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、支援員の勤務時間等に関することは、江東区

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和２年３月江

東区規則第３号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。）の定め

るところによる。 

（休暇等） 



第１０条 支援員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところ

による。 

（職務に専念する義務の免除） 

第１１条 支援員における職務に専念する義務の免除は、江東区職員の職務に

専念する義務の特例に関する条例（昭和３０年江東区条例第６号）、職員の

職務に専念する義務の免除に関する規則（昭和５３年特別区人事委員会規則

第１４号）等の定めるところによる。 

（給与及び費用弁償） 

第１２条 支援員の給与及び費用弁償は、江東区会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例（令和元年１０月江東区条例第２９号）及び江東区会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年３月江

東区規則第４号）の定めるところによる。 

（公務災害補償等） 

第１３条 支援員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、

地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）、特別区非常勤職員の

公務災害補償等に関する条例（昭和４３年４月特別区人事・厚生事務組合条

例第８号）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の定める

ところによる。 

（社会保険等） 

第１４条 支援員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組

合法（昭和３７年法律第１５２号）、健康保険法（大正１１年法律第７０

号）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）、厚生年金保険法（昭和２９

年法律第１１５号）及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の定める

ところによる。 

（研修） 

第１５条 支援員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研

修を実施する。 

（健康診断） 

第１６条 支援員の健康診断については、第１４条の社会保険等に加入する者

に対し実施するものとする。 



（被服） 

第１７条 支援員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置

する。 

（人事評価） 

第１８条 支援員の人事評価については、江東区職員人事評価規程（平成１４

年４月江東区訓令甲第１９号）の定めるところによる。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


